
市報 みなみ魚沼　平成31年3月15日発行 6

問
・
申 
学
校
教
育
課

　
☎
７
７
３
‐
６
７
０
０

平
成
31
年
度
就
学
援
助
の

申
請
受
付

　
市
内
に
住
所
が
あ
り
経
済
的
に
困
っ
て

い
る
小
・
中
学
生
の
保
護
者
に
、
学
用
品

費
や
給
食
費
な
ど
を
一
部
助
成
し
ま
す
。

（
所
得
制
限
あ
り
）

案
内
・
申
請
書
の
配
布
場
所

　
在
籍
す
る
学
校
、
各
庁
舎

※
市
内
の
学
校
で
は
、
４
月
以
降
に
案
内

を
配
布
し
ま
す

提
出
先
　
学
校
教
育
課
か
在
籍
す
る
学
校

（
郵
送
可
）

〆
４
月
：
４
月
26
日
㈮

　
５
月
以
降
：
毎
月
末
を
締
切
り
日
と
し

て
、
平
成
32
年
２
月
28
日
㈮
ま
で
受
け

付
け
（
申
請
し
た
月
に
よ
っ
て
、
助
成

対
象
費
・
金
額
が
異
な
り
ま
す
）

注
意

・
平
成
30
年
度
に
就
学
援
助
を
受
け
て
い

た
場
合
で
も
、
新
た
に
申
請
が
必
要
で

す
。

・
同
居
す
る
世
帯
全
員
の
市
・
県
民
税
の

申
告
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
の
不
要
な
人
、
申
告
が
済
ん
で
い

な
い
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

・
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に

住
所
登
録
が
な
い
保
護
者
・
同
居
世
帯

員
は
、
平
成
30
年
分
の
所
得
課
税
証
明

書
（
６
月
ご
ろ
に
発
行
）
を
前
住
所
地

か
ら
取
り
寄
せ
て
、
後
日
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

市
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
１

出
産
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
免
除

　
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
の
産
前
産

後
期
間
中
の
年
金
保
険
料
（
平
成
31
年
度

は
月
額
１
６
，４
１
０
円
）
が
、
４
月
１

日
㈪
か
ら
免
除
さ
れ
ま
す
。

免
除
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る

月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間
）

対
２
月
１
日
㈮
以
降
に
出
産
し
た
国
民
年

金
第
一
号
被
保
険
者

申
請
期
間

出
産
日
ま
た
は
出
産
予
定
日
が
２
月
１
日

㈮
～
10
月
１
日
㈫
の
人
：
４
月
１
日
㈪
～

出
産
予
定
日
が
10
月
２
日
㈬
以
降
の
人
：

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
～

持
本
人
確
認
書
類
、
母
子
手
帳
、
印
鑑

申
請
先

　
市
民
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
、

六
日
町
年
金
事
務
所

問 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
７

　
Ｆ
７
７
３
‐
６
７
２
３

障
が
い
者
地
域
生
活
支
援
事
業
　

日
常
生
活
用
具
の
品
目
の
追
加

　
４
月
１
日
㈪
か
ら
、
聴
覚
障
が
い
が
あ

り
人
工
内
耳
を
装
用
し
て
い
る
人
が
使
用

す
る
充
電
池
、
空
気
電
池
、
充
電
器
を
事

業
の
給
付
対
象
品
目
に
追
加
し
ま
す
。

　
給
付
を
希
望
す
る
人
は
、
購
入
前
に
申

請
が
必
要
で
す
。
対
象
要
件
や
基
準
額
、

申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課 

資
産
税
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

　
都
市
計
画
課 

都
市
計
画
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
２

平
成
31
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
を

廃
止
し
ま
す

　
平
成
30
年
12
月
の
市
議
会
定
例
会
で
南

魚
沼
市
都
市
計
画
税
条
例
の
廃
止
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
成
31
年

度
か
ら
は
都
市
計
画
税
を
廃
止
し
、
新
た

な
税
金
の
徴
収
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
順
次
進
め
て
い
き
ま
す
。

問 

税
務
課 

資
産
税
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

固
定
資
産
の
縦
覧
を
開
始
し
ま
す

　
固
定
資
産
の
確
認
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
４
月
１
日
㈪
～
５
月
31
日
㈮

　（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
で
き
る
人

　
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者

か
、
そ
の
代
理
人

縦
覧
で
き
る
内
容

土
地
所
在
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格

家
屋
所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・

床
面
積
・
価
格

縦
覧
・
閲
覧
場
所

　
税
務
課 

資
産
税
班
、
大
和
・
塩
沢
市

民
セ
ン
タ
ー

注
意

・
所
有
者
の
名
前
、
住
所
な
ど
の
記
載
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
償
却
資
産
は
縦
覧
の
対
象
外
で
す
。

・
縦
覧
に
は
、
運
転
免
許
証
（
代
理
人
の

場
合
は
委
任
状
も
必
要
）
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
縦
覧

で
き
る
内
容
以
外
の
項
目
や
償
却
資
産

の
内
容
を
知
り
た
い
人
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
を
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
縦
覧
期
間
中
は
手
数

料
が
無
料
で
す


